
別記様式第8号（別記１の第６の１、別記２の第５、別記４の第６関係）

山形県
１　被害防止計画の作成数、特徴等

２　事業効果の発現状況
地域の体制整備、被害防止効果、捕獲状況、人材育成状況、耕作放棄地の解消等様々な角度から記載する。

３　被害防止計画の目標達成状況
被害防止計画の目標の達成状況を記載する。

４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

（協議会名） 現状値 目標値 実績値 達成率 現状値 目標値 実績値 達成率

鳥獣被害防止総合支援事業、鳥獣被害防止都道府県活動支援事業、鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業の評価報告（令和６年度報告）

事業実施主体名
対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容 事業量 管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

都道府県の評価

　市町村鳥獣被害防止計画の作成市町村は、令和６年９月末時点で、県内35市町村中34市町村となっている。
　未作成は、県内の平坦地にある三川町のみであるが、三川町では過去に農作物被害が確認されていることから、今後も計画作成を働きかけ、県内全市町村での作成を目指す。

【評価対象市町村（被害防止計画満了市町村）】
・山辺町では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援、侵入防止柵設置を行ったが、被害の調査方法を変更したこともあり、目標達成とならなかった。新たに判明した被害状況に基づき、対策の実行を促したい。
・中山町では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援を行ったが、目標達成とならなかった。ツキノワグマによる被害が増加しており、今後は緊急捕獲事業やハード事業の実施、ソフト事業の更なる活用を促したい。
・西川町では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援、侵入防止柵設置を行ったが、目標達成とならなかった。ツキノワグマによる被害が増加しており、今後は緊急捕獲事業の実施、ハード事業やソフト事業の更なる活用を促したい。
・大江町では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援を行い、全体としては目標を達成した。しかし、イノシシの被害が増加しており、目標達成とならなかった。今後は緊急捕獲事業やハード事業の実施、ソフト事業の更なる活用を促したい。
・大石田町では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援、柵設置を行い目標を達成した。引き続き被害対策に取り組むよう促したい。
・長井市では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援、柵設置を行い目標を達成した。引き続き被害対策に取り組むよう促したい。
・小国町では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援、緊急捕獲事業を行い、全体としては目標を達成した。しかし、イノシシの被害が増加しており、目標達成とならなかった。今後はハード事業の実施、ソフト事業の更なる活用を促したい。
・白鷹町では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援、緊急捕獲事業、侵入防止柵設置を行い、全体としては目標を達成した。しかし、カワウの被害が増加しており、目標達成とならなかった。今後はソフト事業の更なる活用を促したい。
・遊佐町では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援、侵入防止柵の設置を行ったが、目標達成とならなかった。イノシシによる被害が増加しており、今後は緊急捕獲事業の実施、ソフト事業やハード事業の更なる活用を促したい。

【再評価対象市町村（昨年度に改善計画を作成）】
・山形市では、前年度の実績値より被害金額が増加となった。今後は、整備事業活用による柵設置の他、被害防除、環境整備についても一体的に対策を行うよう促したい。
・朝日町では、前年度の実績値より被害が減少となった。今後も、被害が増加しないよう、引き続き被害対策に取り組むよう促したい。

　今回評価対象となった９市町村で達成状況が低調となったのは、山辺町、中山町、西川町、大江町、小国町、白鷹町、遊佐町の７市町。主たる要因としては生息数及び範囲を拡大するイノシシやツキノワグマ等による被害が増加しており、低調となった。

事業効果

被害防止計画の目標と実績

事業実施主体の評価 第三者の意見被害金額 被害面積

山辺町有害鳥獣
被害防止対策協
議会

山辺町 令和4
年度～
令和6
年度

有害捕獲 山辺町有害
鳥獣被害防
止対策協議
会 R2 R6 R6 R2 R6 R6

ハシブトガ
ラス・ハシ
ボソガラス

20.0 16.0 312.2 -7305.0 0.4 0.3 0.5 -100.0

被害防除 山辺町有害
鳥獣被害防
止対策協議
会

ムクドリ 21.1 16.9 42.9 -519.0 0.3 0.2 0.1 383.3

ハクビシン 87.7 70.2 395.5 -1758.9 0.8 0.6 0.3 306.3

イノシシ
ハクビシン
ツキノワグ
マ

侵入防止柵
の設置

山辺町有害
鳥獣被害防
止対策協議
会

100%

ツキノワグ
マ

0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

イノシシ 27.5 22.0 482.3 -8269.1 0.3 0.2 2.0 -2783.3

ニホンジカ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

ニホンザ
ル

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

- -

合計 156.3 125.1 1233.2 -3451.6 1.8 1.4 2.8 -286.2

畑谷地区
R4.8.28
要害地区
R4.8.28
講習会受講者設
置　随時

　被害の調査方法を変更したため、被害金額及び被害面積
が大幅に増加した結果となった。令和６年度被害調査の回
答率が高くないという反省を踏まえつつ、引き続き調査方法
を検討を行い、正確な被害状況の把握が必要である。
　新たに判明した被害状況に基づき、侵入防止柵の整備の
推進、生息環境管理に係る意識啓発、有害鳥獣の捕獲を総
合的に実行していく必要がある。

ハシブトガ
ラス
ハシボソガ
ラス
ムクドリ

・実施隊による追い払い活動
　R4 1回
　R5 実施無し
　R6 2回

・侵入防止柵の設置
　R4　畑谷地区　電気柵3,250ｍ
　　　　要害地区　電気柵3,000ｍ
　　　　講習会受講者設置　1,300ｍ
　Ｒ5　講習会受講者設置　700ｍ
　Ｒ6　講習会受講者設置　1,026ｍ

ハシブトガ
ラス
ハシボソガ
ラス
ムクドリ
イノシシ

・実施隊による捕獲活動
　捕獲実績　イノシシ R4　30頭
                              R5　64頭
                              R6　58頭
　活動実績   R4　942時間
　　　　　　　　R5　834時間
　　　　　　　　R6　894時間
・捕獲機材の整備
　R4　くくり罠25基　電気止め刺し機 1機
　R5　くくり罠24基
　R6　くくり罠33基

（１）有害捕獲
　捕獲機材の整備により捕獲体制の強化を行った。
　令和4年から令和6年にかけイノシシを152頭捕獲した。

（２）被害防除
　特に鳥類による果樹への被害が想定される地域におい
て、被害を未然に防ぐため、追い払い活動を実施した。

（３）侵入防止柵の設置
　有害捕獲を行うとともに、圃場を囲うように電気柵設置を
行ったことで、設置前と比較して当該圃場におけるイノシシ
による被害が50%減少した。また当該地域周辺において効
果が確認されたことにより、侵入防止柵を設置する農家が
増えた。

実績値について
　令和６年度実績より、被害の集計方法を変更した為、基準
値から大きなズレが生じており、数値を用いた効果の検証
が困難である。
　これまでは、一部の農家からの被害報告やイノシシの捕
獲数を用い、基準値となる被害額・被害面積がどのように変
化したか推計してきたが、根拠等が乏しかった。令和６年度
の実績については、町内に農地を有する762名にアンケート
調査を行い、被害の有無に関わらず回答をもらった。しかし
回答者は149名で、全体の20％ほどだった。次回はアンケー
トの記載項目を減らすなどの工夫を行い、回収率を上げ、被
害の状況を正確に把握できるよう努めていきたい。

ハシブトガラス・ハシボソガラス・ムクドリ
　本事業で実施した追い払い活動により、その後数日間は
カラス等を見なくなったという声があった。引き続き被害防除
に取り組んでいく。

ハクビシン
　目撃情報や農作物被害が増加している。動物がねぐらと
する空き家などの増加が、生息域の拡大や個体数の増加
につながっている。電気柵等の普及による侵入防止を進め
ているが、ハクビシンに対応した形で設置する農家は少ない
傾向にあり、被害の減少には至っていない。引き続き侵入
防止柵の普及に取り組むとともに、空き家対策など総合的
な視点での被害防除対策を講ずる必要がある。

ツキノワグマ
　目撃情報は寄せられているが、農作物の被害は少ない。
侵入防止柵の普及の他、不要果樹を伐採するなど環境整
備を行い、農地に近づけない取組みを行っていく。

イノシシ
　本事業の捕獲活動や侵入防止柵の設置により、一定の防
除効果は得られているが、被害面積及び被害額は増加して
いるものと考えられる。近年は人もイノシシお互いの存在に
慣れた為か、住宅地周辺にも出没する例が増えた。捕獲と
環境整備を効果的に組み合わせた被害防除対策の推進に
取り組む必要がる。

ニホンジカ・ニホンザル
　どちらも目撃情報があるが、農作物の被害は確認されて
いない。他地区の被害防除対策の取組事例を収集し、出没
時における防除体制を整備する。

　野生鳥獣による農作物被害は年々増加しており、特にイノ
シシ及びハクビシンによる被害が目立っている。
　イノシシは被害が急拡大しており、山間部の中地区・作谷
沢地区だけでなく、隣接する大寺地区・相模地区での被害
が多くなっている。これらの地区は住宅密集地にもなってい
るため人身被害も懸念される。有害捕獲により一定の防除
効果が得られていると思われる為、捕獲従事者の負担を軽
減するなどして捕獲数を維持し、捕獲圧を低下しないように
することが重要である。また、捕獲従事者である者は実施隊
であると同時に猟友会員であり、趣味で銃免許を所持した
者が多い為、ツキノワグマなど危険が伴う動物の対応をす
る際の補償を充実させるべきである。ハクビシンは果樹への
被害が大きく、特にサクランボやブドウの食害がひどい。侵
入防止柵による被害防除だけでなく、環境整備や捕獲によ
る防除も検討すべきである。
　近年は山間部の中地区や作谷沢地区でニホンジカの目撃
が多数寄せられているため、今後の農作物被害について注
意する必要がある。
　ＩＣＴ等の新技術については慎重に判断すべきである。農
地を巡回して状況を観察し、変化を見逃さないこと重要であ
り、それらに頼るのは甘えであると言わざる負えない。
　被害に合っている農業者との交流が非常に重要であると
考える。被害対策を施し、効果があって感謝されればやりが
いに繋がる。しかし、一部の捕獲従事者に負担が集中する
のは問題があるため、より多くの従事者から活動してもらえ
るよう配慮してほしい。行政も捕獲従事者に全てを委ねるの
ではなく、十分な知識や装備を持って現場に赴き、話を聞く
努力をすべきである。また、行政には電気柵の設置に要す
る費用の補助の拡充や、捕獲従事者への活動費の支給な
ど、費用の面から引き続きバックアップをお願いしたい。



R4 R6 R6 R4 R6 R6

ニホンザ
ル

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 1.2 0.0

（ニホンザル）
生息個体数が少ないため、被害はほとんどなかった。

ツキノワグ
マ

65.4 62.1 167.0 -3078.8 0.2 0.2 0.1 200.0

（ツキノワグマ）
本事業の活用により、出没件数に対して安定した捕獲が行えてお
り、防除策として電気柵の整備や緩衝帯整備とも一体的行った結
果被害面積の減少に繋がったと考えられる。
今後も引き続き捕獲の強化を図るとともに、防除策の普及を図って
いく。

イノシシ 111.0 105.4 134.5 -419.6 0.6 0.6 0.6 100.0

（イノシシ）
本事業の緊急捕獲活動による捕獲頭数の増加や電気柵の
設置により、一定の防除効果は得られているものの、生息
域の拡大及び個体数の増加が著しく、被害面積及び被害額
は増加した。特に、電気柵が未設置の農地において被害が
増加しており、引き続き電気柵の設置の推進や地域ぐるみ
による緩衝帯の整備など、捕獲と環境整備を効果的に組み
合わせた被害防除対策の推進に取り組む。

ハクビシン 0.3 0.0 1.4 -366.7 0.0 0.0 0.0 0.0

ツキノワグ
マ
イノシシ

生息環境管
理 　・緩衝帯整備活動

　　R4 -
　　R5 -
　　R6 延べ５人、計72時間

- （２）生息環境管理
・町内でも被害の大きい沼山地区において藪の刈払いや不
要果樹伐採の緩衝帯整備を行った。 タヌキ 1.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

ツキノワグ
マ
イノシシ

ICT等新技
術の実証 ・捕獲機材の導入

　　R4　ICTわな基地局（１台）
　　　　　ICTわな中継器（５台）
　　　　　ICTわな検知器（９台）

ICTわな一式
　R5.2.22～

（３）ICT等新技術の実証
・令和４年度にICTわな「マタギっ娘」を９台導入した。ICTわ
なの活用により、わなの見回りに係る労力が軽減した。 ノウサギ 37.5 35.6 15.5 1157.9 0.1 0.1 0.0 700.0

ムクドリ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

ニホンジカ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

（ニホンジカ）
生息個体数が少ないため、被害はなかった。しかし、近年目撃が
増えつつあることや、県内でも南方では捕獲数が増えていることか
ら、当町でも初期段階での対策を検討していく。

ツキノワグ
マ
イノシシ

鳥獣被害防
止施設（新
規整備）

・侵入防止柵の設置
　R4　岩根沢地区　電気柵2,500ｍ
　R5　沼山地区　　　電気柵5,190ｍ
　　　　　　　　　　　　　電気柵シート1,200ｍ
　R6　吉川地区　　　電気柵2,490ｍ

侵入防止柵
　R4.8.22～
　R5.8.31～
　R6.8.19～

100% （5）鳥獣被害防止施設（新規整備）
・町内全域でツキノワグマやイノシシによる野菜・果樹の食
害や水田侵入が多発していたことから、環境省の指定管理
鳥獣捕獲等事業と連携しつつ、電気柵等の整備を行った。
整備を行ったほ場においては整備後の被害は発生せず、効
果的であった。

合計 215.2 203.1 318.4 -852.9 0.9 0.8 2.0 -1337.5

　被害面積はおおむね目標値を達成している一方、ツキノワ
グマ、イノシシ、ハクビシンの被害金額は目標値を達成しな
い結果となった。　有害捕獲、侵入防止策の整備、生息環境
管理の取り組みを進めているものの、個体数の増加に対策
が間に合っていないと推察される。　対策により一定の効果
が得られていることから、引き続き有害捕獲や侵入防止策
の整備を推進するとともに、生息環境管理に係る意識啓発
を図られたい。

（ハクビシン、タヌキ）
主に家庭菜園などの被害が発生しているがその量は計上
するに当たらない程まで減少している。個体数についても一
定の量を保っていると考えられる。引き続き電気柵による防
除の普及を図っいていく。

（ノウサギ、ムクドリ）
生息個体数は毎年減少していると思われ、それに伴い被害
量も減少した。

（４）ICT等新技術の活用
・令和４年度に導入したICTわな「マタギっ娘」を追加で導入
した。同じくわなの見回りに係る労力が軽減された。

・実施隊による捕獲活動
　捕獲実績　（ツキノワグマ）
　　　　　　　　　R4　８頭
　　　　　　　　　R5　41頭
　　　　　　　　　R6　３頭
　　　　　　　　（イノシシ）
　　　　　　　　　R4　０頭
　　　　　　　　　R5　９頭
　　　　　　　　　R6　９頭
　活動実績（出役数）　R4　258回
　　　　　　　　　　　　　　R5　841回
　　　　　　　　　　　　　　R6　449回
・捕獲機材の導入
　　R4　クマ用檻わな(１基）
　　　　　イノシシ用くくりわな（27基）
　　　　　センサーカメラ（５台）
　　R5　クマ用ドラム缶わな（１基）
　　　　　イノシシ用くくりわな（15基）
　　R6　イノシシ用檻わな（３基）
　　　　　センサーカメラ（５台）

・捕獲講習会の開催
　　R5　１回

（１）有害捕獲
・町内全域でツキノワグマやイノシシによる野菜・果樹の食
害や水田侵入が多発していたことから、環境省の指定管理
鳥獣捕獲等事業と連携しつつ、有害捕獲を行った。ツキノワ
グマは、被害があった農地に箱わなやドラム缶わなを設置
し、捕獲実績は令和６年度は３頭であった。イノシシについ
ては、被害があった農地に箱わなやくくりわなを設置し、捕
獲実績は令和６年度は９頭であった。

　被害面積・金額ともに目標値を達成できていないのは、イ
ノシシの個体数増加が大きく影響していると考えられる。イノ
シシの捕獲は、実施隊がくくり罠により尽力しているが、被
害に対して実績が上がっていない。また、ツキノワグマにつ
いては、その年の木の実の豊凶作状況により被害の具合が
大きく影響されるため、目標値を達成するのは容易ではな
いと考えられる。
　目標値を達成できていないが、電気柵による防除を行って
いる農地は被害が大幅に減っているため、引き続き電気柵
の普及を図るとともに、並行して捕獲の強化を図っていくと
良いと思う。
　また、西川町にはクマのエサとなる果樹が広く存在し、全
てを電気柵等で守るのは無理であるため、取捨選択をして
いく必要があると考える。

・捕獲機材の導入
　　R5　ICTわな中継器（２台）
　　R6　ICTわな検知器（５台）

ICTわな
　R6.1.20～
　R7.2.13～

西川町鳥獣
被害防止対
策協議会

・捕獲器材の導
入
　クマ用檻わな
　　R4.12.22～
　クマ用ドラム缶
わな
　　R6.3.29～
　イノシシ用檻わ
な
　　R7.1.10～
　イノシシ用くくり
わな
　　R4.12.20～
　　R6.3.29～
　センサーカメラ
　　R5.2.15～
　　R6.12.25～

西川町鳥獣被害
防止対策協議会

西川町
全域

令和４
年度～
令和６
年度

ニホンザル
ツキノワグ
マ
イノシシ
ハクビシン
タヌキ
ノウサギ
ムクドリ
ニホンジカ

有害捕獲

ツキノワグ
マ
イノシシ

ICT等新技
術の活用

中山町
内全域

令和４
年度～
令和６
年度

有害捕獲 ・箱わな
　R7.1.1～

R4 R6 R6 R4 R6 R6

カラス 50.0 47.5 60.0 -400.0 1.0 0.9 1.5 -500.0

ムクドリ 50.0 47.5 60.0 -400.0 1.5 1.4 1.3 133.3

ヒヨドリ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

ハクビシン 30.0 28.5 30.0 0.0 0.6 0.5 0.8 -333.3

ツキノワグ
マ

15.0 14.5 30.0 -3000.0 0.1 0.1 0.2 -1000.0

イノシシ 60.0 57.0 50.0 333.3 6.0 5.4 5.0 166.7

ニホンジカ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

合計 205.0 195.0 230.0 -250.0 9.2 8.3 8.8 43.5

カラス、ムクドリ
　捕獲従事者は現状としていない。捕獲頭数が減少したこと
で、被害面積及び被害金額が増加している。根本的な解決
策を見いだせていない。

ハクビシン
　目撃情報や農作物被害が増加している。農村集落におい
て小動物がねぐらとする空き家などの増加が、生息域の拡
大や個体数の増加に繋がっていると思われる。箱わなによ
る捕獲が主な対策となっているが、捕獲頭数の増加には
至っていない。

ツキノワグマ
　目撃情報はほとんどないが、特に秋の果樹関係の収穫期
に差し掛かると、果実や樹木への被害が散見されている。

イノシシ
　年度で多少の増減はあるものの、年々捕獲頭数が増加し
ている。直接作物への被害は少ないが、圃場の掘り起こし
による樹体や圃場、農作業への影響が懸念されている。協
議会による、実施隊への箱わな等の貸与などの取組によ
り、箱わな等捕獲機材の設置数は増加傾向にあり、その分
捕獲頭数も増加傾向にあるため、引き続き捕獲の取組を強
化していただきたい。

被害対策には実施隊以外にも地域住民の協力が必要不可
欠であり、対策の意識醸成を目的とした講演会の開催は評
価される。

イノシシによる被害金額及び被害面積が目標値に達してお
り、捕獲頭数も増加傾向である。
貸与箱わなの稼働率が100％であることからも、適切な捕獲
活動による被害対策の効果が表れたと考えられるため、今
後も継続していただきたい。

一方で、イノシシ以外の鳥獣による被害金額は目標値に達
しておらず、町全体の目標値達成に影響している。目標値
達成には、各鳥獣種の生態や被害対策の知識を普及啓発
した上で、被害対策を実施していくことが必要だろう。

また、被害対策は捕獲だけではなく、侵入防止柵の設置や
刈払いなどの環境整備を併せて実施することで、より効果
が期待できる（目標値達成しているイノシシも同様である）。
これには実施隊以外にも住民の協力が必要不可欠である
ため、上記のような講演会等を定期開催し、意識醸成を図
ることも重要となってくるだろう。

 　被害金額、被害面積どちらも目標値を達成することはでき
なかった。　今後も地域住民の意識醸成を行い、侵入防止
柵の整備推進や生息環境管理の取組につなげられるように
し、侵入防止柵の整備、生息環境管理の取組み、有害捕獲
の総合的な対策を実行されたい。

中山町有害鳥獣
被害防止対策協
議会

カラス、ムク
ドリ、ヒヨド
リ、ハクビシ
ン、ツキノワ
グマ、イノシ
シ

令和４年度
・くくり罠の購入
　オリモ製作所　25基
　エリオス　　　31基
　345,815円（税込）
・箱わなの導入
　イノシシ・クマ兼用箱わな　２基
　393,800円（税込）
・鳥獣被害対策実施隊活動報酬
　1,275円/時間
　R4支払実績：664,275円（521時間）
・イノシシ捕獲研修会
　講師：東北野生生物保護管理センター
　40,480円（税込）
・協議会消耗品の購入
　消耗品代：3,630円（税込）

令和５年度
・くくり罠の購入
　エリオス　　34基
　199,525円（税込）
・箱わなの導入
　イノシシ・クマ兼用箱わな　１基
　217,000円（税込）
・鳥獣被害対策実施隊活動報酬
　1,275円/時間
　R5支払実績：684,675円（537時間）

令和６年度
・箱わなの導入
　イノシシ・クマ兼用箱わな　１基
　217,800円（税込）
・鳥獣被害対策実施隊活動報酬
　1,275円/時間
　R6支払実績：886,850円（760時間）
　※予算上限に達したため、91.5％を乗じ
て計算し支払い。
・講演会の実施
　タイトル「地域ぐるみでできる鳥獣被害
対策」
　全町民を対象として、情報提供、鳥獣対
策への機運醸成を目的に開催。
　講師代：46,000円（税込）
　周知チラシ代：42,350円（税込）

・箱わな
中山町有害
鳥獣被害防
止対策協議
会

実施隊員へのわなの貸与等により、地域内でのわな設置数
が増加傾向にあるため、捕獲数も増加傾向にある。また、活
動報償を支払うことで、有害捕獲事業への意欲と意識向上
に大きく寄与し、地域の農産物被害軽減に大きく貢献にして
いる。さらには、今回講演会を開催したことで、普段鳥獣被
害に関わりのない層にも実態を知ってもらうことが出来たと
感じている。想定よりも少ない参加者ではあったものの、今
後も必要に応じて続けていきたい。



川前 R4～
R6年度

イノシシ 侵入防止柵
の設置

電気柵2段張り
L＝1,400ｍ

川前地区農
事実行組合

R6.8 100%

R2 R6 R6 R2 R6 R6

次年子 イノシシ 侵入防止柵
の設置

電気柵2段張り
L＝2,100m

次年子地区
農事実行組

合

R5.10 100%

ツキノワグ
マ

108.0 81.0 21.6 320.0 0.2 0.1 3.0 -9500.0

田沢 イノシシ 侵入防止柵
の設置

電気柵2段張り
L＝900m

田沢地区農
事実行組合

R5.10 100%

イノシシ 304.2 234.0 51.1 360.5 2.6 2.0 63.0 -10066.7

里 イノシシ 侵入防止柵
の設置

電気柵2段張り
L＝2,500m

里地区農事
実行組合

R5.10 100%

ニホンジカ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

上宿 イノシシ 侵入防止柵
の設置

電気柵2段張り
L＝500m

下宿・黒滝
地区農事実

行組合

R5.10 100% ハシボソ
ガラス
ハシブトガ
ラス

72.0 72.0 31.6 156.1 0.1 0.1 4.5 -4300.0

次年子 イノシシ 侵入防止柵
の設置

電気柵2段張り
L＝2,990ｍ

次年子地区
農事実行組
合

R4.9 100%

ハクビシン - - - - - - - -

田沢 イノシシ 侵入防止柵
の設置

電気柵2段張り
L＝1,620m

田沢地区農
事実行組合

R4.9 100%

ウサギ - - - - - - - -

横山 イノシシ 侵入防止柵
の設置

電気柵2段張り
L＝1,400m

横山地区農
事実行組合

R4.9 100%

カワウ - - - - - - - -

大石田町 イノシシ 有害捕獲 実施隊による捕獲活動
R4　20頭
R5　12頭
R6　28頭

大石田町鳥
獣被害防止
対策協議会 サギ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

くくりわなの購入
R4　12基
R6　20基

くくりわな
R4.10～
R6.11～ 合計 484.2 387.0 104.3 390.8 2.9 2.2 70.5 -10738.1

大石田町 クマ 有害捕獲 実施隊による捕獲活動
R4　1頭
R5　3頭
R6　0頭

大石田町鳥
獣被害防止
対策協議会

大石田町鳥獣被
害防止対策協議
会

・侵入防止柵の設置
集落と農地の境界で、イノシシによる露地野菜や水稲、そば
の農作物被害が多発していたことから、
侵入防止柵を設置。これらの取組により、対象農地の農作
物被害がなくなった。

・有害駆除
令和4年から令和6年にかけてイノシシを50頭、クマを4頭を
捕獲した。

鳥獣による被害があってから早急に対応したことで、対象農
地の農作物被害はなくなったが、他の地域への普及も必要
である。

　対策をした箇所は作物の被害を防ぐことが出来たが、近く
までイノシシが来た形跡があるため、範囲を絞らず、山間部
ではもっと広い範囲で対策が必要である。

　被害金額の目標は達成したが、被害面積は達成できな
かった。侵入防止柵を整備した箇所の付近にイノシシの足
跡が確認されいていることから、侵入防止柵の効果が発揮
されていると考えられる。成功事例を波及させるとともに、生
息環境管理にかかる意識啓発を図られたい。

大江町鳥獣被害
防止対策協議会

大江町
内全域

R4～
R6

イノシシ
ツキノワグ
マ 有害捕獲 R2 R6 R6 R2 R6 R6

カラス

ツキノワグ
マ

364.9 275.0 6.8 398.3 4.0 3.6 0.1 982.5

くくり罠
R5.2～
R7.2～ ハクビシン 611.0 600.0 0.0 5554.5 4.5 3.0 0.0 300.0

イノシシ 11.8 11.8 35.2 -98.3 0.6 0.6 1.2 8.3

ヒヨドリ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

ハシブトガ
ラス・ハシ
ボソガラス

65.0 50.0 0.0 433.3 5.0 3.0 0.0 250.0

ドバト 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

野ウサギ 30.0 15.0 0.0 200.0 1.0 0.5 0.0 200.0

二ホンジカ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

合計 1082.7 951.8 42.0 795.0 15.1 10.7 1.2 315.5

　ツキノワグマ、ハクビシン、ハシブトカラス・ハジボソカラ
ス、野ウサギについては被害金額及び被害面積が減少し、
目標値を達成する結果となった。
　一方、イノシシは、有害捕獲や侵入防止柵の整備を進め
ているものの、個体数の増加に対策が間に合っていないと
推察される。
　対策により一定の効果が得られていることから、引き続き
有害捕獲や侵入防止策の整備を推進するとともに、生息環
境管理に係る意識啓発を図られたい。

【くくり罠購入】
R4:12基
R6:34基

【イノシシ】
R4：23頭、R5：25頭、R6：19頭
【ツキノワグマ】
R4:3頭、R5：25頭、R6：2頭
【カラス】
R4:34羽、R5：29羽、R612羽

大江町鳥獣
被害防止対
策協議会

農地においてイノシシ、クマによる水稲・果樹等の被害が発
生していることから、実施隊が有害捕獲を行った。
　大江町では令和元年度ごろからイノシシの出没数が爆発
的に増加した。そのため実施隊が現場での経験を積み、ま
た、地域内で連携して取り組むことにより確実な技術向上に
繋がっており、現在は年20数頭ほどの捕獲となっている。
　ツキノワグマについては、山の作物の状況、主にブナの実
の豊作、凶作によって農地への出没数が変動するため、単
純に捕獲数のみを比較し効果を見るというのは難しいが、
積極的な捕獲により被害額は抑えられている。

ツキノワグマ
　本事業を活用し、捕獲活動を実施したほか、電気柵の設
置による被害防除に努めた結果、被害面積及び被害額は
減少した。

イノシシ
　本事業による有害捕獲の実施や指定管理捕獲事業、電気
柵の設置により、一定の防除効果は得られているものの、
生息域の拡大及び個体数の増加が著しく、被害面積及び被
害額は増加した。特に、電気柵が未設置の農地において被
害が増加しており、引き続き電気柵の設置の推進や地域ぐ
るみによる緩衝帯の整備など、捕獲と環境整備を効果的に
組み合わせた被害防除対策の推進に取り組む。

鳥類
　本事業を活用した、実施隊による定期的な追い払い活動
等により、被害面積・金額は減少傾向にある。しかしながら
被害状況を把握できていない箇所があることから、被害状
況を詳細に把握する必要がある。

クマ・イノシシ等の被害が多く出ていた地域については、電
気柵の敷設が進んできており被害が抑えられている傾向に
ある。しかし誤った設置等により電気柵を設置していても被
害にあっている農地が見受けられる。そのような箇所におい
ては電気柵設置後の適切な管理・指導が必要。
鳥類については、実施隊による猟銃を使用した定期的な追
い払い・捕獲活動に一定の効果が出ているが、猟銃を使用
することにより実施場所が限られてしまうことから、ピンポイ
ントでの捕獲は難しいと推測される。鳥類による被害が出て
いる農地においては生産者自らの防除対策が必要。ただし
面積の広い箇所については、生産者の防除に対する負担
が大きいため、行政による費用の支援をお願いしたい。



長井市有害鳥獣
対策協議会

長井市
全域

令和４
年度～
令和６
年度

ツキノワグ
マ

⑴有害捕獲 長井市鳥獣
被害対策実
施隊

R３ R６ R６ R３ R６ R６

ハクビシン

⑵侵入防止
柵整備

ツキノワグ
マ

69.6 62.6 47.5 315.7 0.8 0.7 0.3 650.0

カラス ハクビシン 39.0 35.1 30.0 230.8 0.1 0.1 0.1 375.0

サギ類 カラス 58.9 53.0 69.5 -179.7 0.4 0.3 0.3 85.7

カワウ サギ類 4.0 3.6 0.0 1000.0 0.1 0.0 0.0 1000.0

ヒヨドリ ヒヨドリ 13.0 11.7 9.0 307.7 0.1 0.1 0.2 -1500.0

イノシシ イノシシ 140.9 126.8 30.0 786.5 2.4 2.1 0.2 929.2

タヌキ タヌキ 9.0 8.1 0.0 1000.0 0.1 0.0 0.0 1000.0

ネズミ ネズミ 4.5 4.1 0.0 1000.0 0.1 0.1 0.0 1000.0

ニホンジカ ノウサギ 30.0 27.0 21.0 300.0 0.2 0.2 0.3 -250.0

⑵電気柵

R4 伊佐沢地区
　　38,473m

長井市鳥獣
被害対策実
施隊

⑵電気柵
　R4.9.26～

100%

合計 368.9 332.0 207.0 438.2 4.1 3.7 1.3 689.5

イノシシ 緊急捕獲活
動

イノシシ
R4　8頭
R5　50頭
R6　50頭

長井市鳥獣
被害対策実
施隊

カラス
R4　891羽
R5　901羽
R6　619羽

サギ類
R4　198羽
R5　134羽
R6　138羽

カワウ
R4　19羽
R5　7羽
R6　18羽

ヒヨドリ
R4　16羽
R5　10羽
R6　14羽

イノシシ
R4　8頭
R5　56頭
R6　82頭

タヌキ
R4　5頭
R5　1頭
R6　0頭

ネズミ
R4　0匹
R5　0匹
R6　0匹

ニホンジカ
R4　0頭
R5　0頭
R6　0頭

⑴有害捕獲

ツキノワグマ
R4　3頭
R5　10頭
R6　6頭

ハクビシン
R4　0頭
R5　0頭
R6　1頭

⑴農産物被害が確認されている地域で、鳥獣被害対策実
施隊による有害捕獲活動を実施し、クマは6頭、イノシシは
82頭捕獲した。
　イノシシの捕獲数については、前年度の56頭から大きく増
加した。
　鳥類については、銃による捕獲で一定の効果が出ている。
カラスの捕獲数も、前年度の901羽からは減少した。

⑵市内のある地域では、イノシシによる稲や野菜等の被害
が多発していたことから、令和４年度からそれらの農地を囲
うように侵入防止柵を設置した。その地域ではその後、イノ
シシによる目立った被害は確認されなくなり、令和６年度の
目標値に対して被害金額・面積ともに達成となっている。

イノシシについては、電気柵の整備もあり、年々被害は減少
傾向にある。今後も適切に使用していくことで、さらなる被害
の軽減が期待される。クマについても、同施設の整備により
被害は減少傾向にあるが、引き続き緩衝帯整備等も組み合
わせて対策をしていく必要がある。
また、令和４年度に大規模な電気柵の整備を行った地域の
ように、住民が主体となって鳥獣被害対策に取り組もうとす
る地域を増やしていく事が今後も必要である。

駆除従事者の減少と高齢化が進む中において、有害鳥獣
被害軽減に一定の成果を上げていることは高く評価できる。
近年、イノシシやツキノワグマの人里での出没が増加してお
り、有害捕獲を実施する件数も増加している。それに伴い有
害捕獲を実施する実施隊の負担が年々増加しているため、
センサーカメラ等の活用による効果的な罠の設置や有害捕
獲以外の方法（被害防除のための侵入防止柵整備、集落
内の環境整備、放任果樹の除去等）も併せた鳥獣被害対策
を進めていく必要性があると考える。
また、鳥獣被害防止対策を行うにあたり、農作物残渣の撤
去や放任果樹の除去等について住民への啓発活動を行っ
ていくことも重要であると考える。
引き続き、長井市全体の鳥獣被害軽減のため、正しい知識
と対策の普及技術の向上に尽力していただきたい。

　被害防止計画における被害金額や被害面積の目標数値
を達成できていない獣種もあるが、その年の環境や状況の
変化もあるため、現時点での状況に合わせた被害対策を検
討する必要がある。
　最も効果的な鳥獣被害防止対策は捕獲、侵入防止柵、放
任果樹伐採等の集落環境整備の組み合わせであり、国交
付金等を活用して有害捕獲や大規模侵入防止柵の設置、
被害防除の取組み等推進するよう指導を行い、その過程で
地域内での合意形成が必要となる場合は県として適切な支
援を行っていく。
　数字に現れにくいイノシシによる畦畔の掘り起こし被害に
ついては、小規模農家でも電気柵の設置を進めており、地
域全体で被害防除の取組みを推進するよう指導していく。
　全国的に問題となっているクマによる被害について、県内
では電気柵を設置していない圃場へ侵入し、農作物の味を
覚え電気柵を設置している近隣の圃場へも柵を突破して食
害する事例が発生しており、味を覚えた当該個体の捕獲と
地域挙げての電気柵設置が急務であり、並行して圃場周辺
の誘引材（柿、クルミ、栗や廃棄農作物等）除去のための地
域ぐるみでの取組みを県としても支援していく。

小国町特定鳥獣
被害防止対策協
議会

西置賜
郡小国
町

令和4
年度～
令和6
年度

ニホンザル 被害防除 小国町特定
鳥獣被害防
止対策協議
会

R２ R６ R６ R２ R６ R６

ニホンザ
ル

178.9 170.0 38.7 1575.3 7.5 7.0 0.9 1464.4

緊急捕獲活
動

小国町特定
鳥獣被害防
止対策協議
会

イノシシ 2.5 2.0 17.7 -3040.0 0.0 0.0 0.2 -1800.0

ツキノワグ
マ

10.4 9.0 0.0 742.9 3.0 2.5 0.0 590.2

ニホンジカ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

合計 191.8 181.0 56.4 1253.7 10.5 9.5 1.1 971.1

・追い払い、追い上げ活動実績
　R4　延べ63人
　R5　延べ66人
　R6　延べ64人

（１）被害防除
　農林産物被害が想定される地域において、被害を未然に
防ぐため、追い払い、追い上げ活動を実施した。
　
（２）緊急捕獲
　農作物被害を引き起こす可能性が高い個体に対する対策
として、緊急捕獲活動を行い、ニホンザルを303頭、イノシシ
を18頭、ニホンジカを2頭捕獲した。

ニホンザル、ツキノワグマ、ニホンジカ
　生息域は町内全域に拡大したものの、電気柵の普及や本
事業の緊急捕獲活動、被害防除活動の継続した実施により
生息数、加害獣の増加が抑制され被害面積及び被害額は
減少した。

イノシシ
　生息域の拡大及び個体数の増加が著しく、被害面積及び
被害額は増加した。特に、電気柵が未設置の山間部の水稲
において被害が増加しており、夏季のくくりわなや箱わなに
よる捕獲活動を強化する必要がある。また、引き続き電気
柵の設置の推進や地域ぐるみによる緩衝帯の整備など、捕
獲と環境整備を効果的に組み合わせた被害防除対策の推
進に取り組む。

 
　農作物被害が軽減されており地域営農の継続にかかせな
い活動実績として評価される。イノシシやサルの水稲の食害
は、水稲単作経営が主体の農業経営の 妨げとなっており、
今後とも捕獲と被害防除活動一体の取り組みを推進する必
要がある。

　被害防止計画における被害金額や被害面積の目標数値
を達成できていない獣種もあるが、その年の環境や状況の
変化もあるため、現時点での状況に合わせた被害対策を検
討する必要がある。
　最も効果的な鳥獣被害防止対策は捕獲、侵入防止柵、放
任果樹伐採等の集落環境整備の組み合わせであり、国交
付金等を活用して有害捕獲や大規模侵入防止柵の設置、
被害防除の取組み等推進するよう指導を行い、その過程で
地域内での合意形成が必要となる場合は県として適切な支
援を行っていく。
　数字に現れにくいイノシシによる畦畔の掘り起こし被害に
ついては、小規模農家でも電気柵の設置を進めており、集
落環境整備として、柿、クルミ、栗の木の伐採や廃棄農作物
等除去のための声掛け等、農家、非農家問わず地域ぐるみ
での取組みを県としても支援していく。

ニホンザル
イノシシ
ツキノワグ
マ
ニホンジカ

ニホンザル
R4　 71頭
R5　209頭
R6　 23頭 　計303頭

イノシシ
R4　   0頭
R5　   7頭
R6　 11頭　 計18頭

ニホンジカ
R4　  2頭
R5　  0頭
R6  　0頭   計　2頭



白鷹町鳥獣対策
協議会

白鷹町 令和４
年度～
令和６
年度

R２ R６ R６ R２ R６ R６

ツキノワグ
マ

485.0 436.0 128.4 727.8 9.9 8.9 2.1 784.0

ハクビシン 100.0 90.0 0.0 1000.0 2.2 2.0 0.0 1100.0

タヌキ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

イノシシ 緊急捕獲活
動

Ｒ４　１６頭
Ｒ５　２０頭
Ｒ６　４３頭

白鷹町鳥獣
対策協議会

ニホンジカ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

カラス 139.0 125.0 0.0 992.9 9.4 8.4 0.0 940.0

ヒヨドリ 68.0 61.0 0.0 971.4 3.4 3.0 0.0 850.0

イノシシ 75.0 60.0 14.0 406.7 2.4 1.9 0.0 491.7

サギ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

カワウ 290.8 261.0 383.2 -310.1 - - - -

ニホンザ
ル

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

合計 1157.8 1033.0 525.6 506.6 27.3 24.2 2.1 818.2

ツキノワグ
マ、イノシ
シ、ニホン
ザル、カワ
ウ、サギ

有害捕獲 ・実施隊による捕獲活動
　捕獲実績
　　　　　　　　ツキノワグマ　Ｒ４　８頭
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ５　５頭
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ６　６頭
　
　　　　　　　　イノシシ　　　　Ｒ４　１８頭
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ５　８４頭
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ６　７０頭

　　　　　　　　ニホンザル 　 Ｒ６　　１頭

　　　　　　　　サギ類　　　　 Ｒ４　４１羽
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ５　２５羽
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ６　４４羽

　　　　　　　　カワウ　　　　　Ｒ４　　３羽
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ５　１３羽
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ６　　８羽

白鷹町鳥獣
対策協議会

（１）有害捕獲
　令和４年度から令和６年度にかけて、ツキノワグマ１９頭、
イノシシ１７２頭、ニホンザル１頭、サギ類１１０羽、カワウ２４
羽を捕獲した。

（２）緊急捕獲
　農作物被害を引き起こす可能性が高い個体に対する対策
として、総合対策交付金を活用した緊急捕獲活動を行い、イ
ノシシを７９頭捕獲した。

（３）侵入防止柵の設置
　有害捕獲を行うとともに、圃場を囲うように電気柵設置を
行ったことで、設置前後２年を比較すると当該圃場における
イノシシによる被害報告数は以下のとおり減少した。（R６設
置箇所についてはR７.８月時点までで比較）

R４設置箇所：１００％減少
R５設置箇所：１００％減少
R６設置箇所
　  貝生地区：１００％減少
　  下山地区：１００％減少
　　深山地区：１００％減少
　　菖蒲地区：１００％減少

ツキノワグマ、イノシシ
　本事業を活用し、被害調査やパトロール活動を強化したほ
か、電気柵の設置による被害防除に努めた結果、被害面積
及び被害額は減少した。

ハクビシン
　電気柵の設置による防除に努めた結果、被害面積及び被
害額は減少した。

鳥類
　カラス、ヒヨドリは、被害面積及び被害額が減少した。カワ
ウは、捕獲活動域の制約などを背景に捕獲従事者が減少し
ており、捕獲羽数が減少したことで、被害面積及び被害金額
が増加した。捕獲従事者を確保するとともに、広報による住
民理解の増進や地域ぐるみによる被害防除対策の推進に
取り組む。

ニホンザル
ニホンザルによる農作物被害は寄せられていないが、小屋
に入り、中のものを荒らす等の被害があったことから、令和
６年度に１頭捕獲した。

　被害面積及び被害額の減少は十分に評価できる。
　ただ、有害鳥獣の被害があった農地で翌年以降作付けを
休止しなくなった場合、表面上の被害は発生することはない
が、生産額が減少していることになり、生産者としては実質
の被害となってしまう。生産者も高齢化と後継者不足によ
り、被害が出ると翌年から耕作を歓談に放棄してしまうと危
惧することから、被害額の算定と併せ生産額の減少の算定
も今後の新たな視点での課題と考える。
　このことは、全国的な現象であろうが、生産者との意思疎
通を図り、何を目的とした被害防止計画であるかの共通認
識により、タイムリーかつ有効そして慎重な被害防止活動を
行う必要がある。
　また、農林業被害は経済面で重要な事ではあるが、住民
の安全なくしての被害防止は最も重要な事と考える。有害
鳥獣との棲み分けを明確にするための草刈り等の環境整備
にも力を入れていくべきであろう。

　被害防止計画における被害金額や被害面積の目標数値
を達成できていない獣種もあるが、その年の環境や状況の
変化もあるため、現時点での状況に合わせた被害対策を検
討する必要がある。
　最も効果的な鳥獣被害防止対策は捕獲、侵入防止柵、放
任果樹伐採等の集落環境整備の組み合わせであり、国交
付金等を活用して有害捕獲や大規模侵入防止柵の設置、
被害防除の取組み等推進するよう指導を行い、その過程で
地域内での合意形成が必要となる場合は県として適切な支
援を行っていく。
　数字に現れにくいイノシシによる畦畔の掘り起こし被害に
ついては、小規模農家でも電気柵の設置を進めており、地
域全体で被害防除の取組みを推進するよう指導していく。
　全国的に問題となったクマによる被害について、県内では
電気柵を設置していない圃場へ侵入し、農作物の味を覚え
電気柵を設置している近隣の圃場へも柵を突破して食害す
る事例が発生しており、味を覚えた当該個体の捕獲と地域
挙げての電気柵設置が急務であり、並行して圃場周辺の誘
引材（柿、クルミ、栗や廃棄農作物等）除去のための地域ぐ
るみでの取組みを県としても支援していく。

100%ツキノワグ
マ、イノシシ

侵入防止柵
の設置

・侵入防止柵の設置
Ｒ４　畔藤地内（小山沢地区）電気柵６，０
００ｍ

Ｒ５　萩野地区　電気柵１０，０００ｍ

Ｒ６　荒砥乙地内（貝生地区）：Ｒ５国補正
　　　電気柵４，１４０ｍ

　　　下山地区：Ｒ５国補正
　　　電気柵２，６２０ｍ

　　　深山地区：Ｒ６当初
　　　電気柵１７，５００ｍ

　　　菖蒲地区：Ｒ６当初
　　　電気柵８，５００ｍ

白鷹町鳥獣
対策協議会

侵入防止柵
Ｒ４．８．２３～
　
Ｒ５．１０．３１～

Ｒ６．１１.１３～

Ｒ６．１２.１０～

Ｒ６．１１．１４～

Ｒ６．１２．９～

遊佐町鳥獣被害
防止対策協議会

遊佐町 令和４
年度～
令和６
年度

有害捕獲 遊佐町鳥獣
被害防止対
策協議会 R4 R6 R6 R4 R6 R6

クマ用ドラム缶罠
　R6.5.10～
暗視カメラ
　R7.1.8～
くくり罠
　R7.1.10～
電気止め刺し機
　R7.1.10～

ツキノワグ
マ

3.5 3.0 0.3 640.0 0.4 0.3 0.0 1160.0

ハクビシン 21.2 18.0 35.0 -431.3 0.6 0.5 0.3 483.3

ハシブトガ
ラス・ハシ
ボソガラス

19.5 14.0 54.9 -643.6 0.3 0.3 0.2 325.0

イノシシ 10.0 9.5 41.0 -6200.0 0.2 0.1 0.3 -1900.0

二ホンジカ 10.0 9.5 0.0 2000.0 0.1 0.1 0.0 900.0

合計 64.2 54.0 131.2 -656.9 1.5 1.3 0.8 445.3

　イノシシについて被害金額・被害面積ともに目標を達成す
ることができていない。遊佐町ではイノシシの目撃件数が
年々増加傾向にあるため、電気柵の設置が効果的と考えら
れる。
　また、ハクビシン及びカラスによる被害金額について、目
標を達成することができていない。遊佐町の評価のとおり、
令和６年度に高単価の農作物に被害が及んだことが要因と
考えられるが、その他の鳥獣については被害金額・被害面
積の目標を達成しており交付金による有害捕獲や県や町の
単独事業により整備した電気柵の被害防除の効果が現れ
てきていると推察される。
　次年度の再評価に向けて、捕獲活動に対する地域内の情
報共有や被害防除の機運醸成を図り、改善計画が実行さ
れるように指導を行う。

ツキノワグ
マ
ハクビシン
ハシブトガ
ラス
イノシシ
二ホンジカ

・実施隊による捕獲活動
　捕獲実績　ツキノワグマR4　1頭
　　　　　　　　　　　　　　　　R5　14頭
　　　　　　　　　　　　　　　  R6　1頭
　　　　　　　　イノシシ　　　R5　3頭
　　　　　　　　　　　　　　　　R6　1頭
　活動実績　R4　414時間
　　　　　　　　R5　653時間
　　　　　　　　R6　372時間
・捕獲機材の整備
　R6　クマ用ドラム缶罠
　　　　暗視カメラ　3基
　　　　くくり罠　30基
　　　　電気止め刺し機　1セット

（１）有害捕獲
　捕獲機材の整備により捕獲体制の強化を行った。
　令和４年から令和６年にかけて、ツキノワグマは16頭、イノ
シシは４頭を捕獲した。

ツキノワグマ
　R５年度に目撃や被害が多発したツキノワグマであるが、
目標年であるR６年度は目撃や被害が減少し、被害金額、
被害面積ともに目標値を下回ることができた。
　しかしながら、年度ごとの出没、目撃件数に波があり、市
街地出没等が懸念される年度もあったため、被害防止の方
策を随時見直すなど、継続的な対策の検討が求められる。

ハクビシン
　電気柵の整備事業等も行っている状況であるが、万全と
は言えない状況であり、ハクビシンによる農作物被害を軽減
することができなかった。
　被害の主な対象として高単価であるスイカが狙われている
状況であり、栽培する農家等関係各所との密な情報共有に
よる状況把握及び適切な防除策の構築が急務である。

ハシブトガラス
　カラスに関して、被害額が目標値を大幅に上回る結果と
なってしまった。要因の一つとして、目標年度である令和６
年度には高単価であるメロンやスイカ、果樹などに被害が
集中したことが考えられる。
　カラスの有害捕獲に対する報償金事業を実施しているが、
捕獲に係る労力等から活用が進んでおらず、自主的な追い
払いによる防除が主だった対策となっている状況であるた
め、今後の新たな被害防除策の模索が求められる。

イノシシ
　計画期間であるR４～R６年度は急速に個体数が増加し、R
５年度に計画変更を行ったものの、被害額、被害面積ともに
目標値を上回る結果となった。
　農作物被害のみならず、圃場の掘り起こしなどといった被
害も町内各地より寄せられている状況であるため、有害捕
獲のみならず被害防除の取組や電気柵の整備等にも今ま
で以上に注力する必要がある。

　被害防除、環境整備、捕獲の三本柱をもとに対応していく
必要があり、これまでの捕獲のみに力を入れていた方針か
ら、電気柵による被害防除の対策が進んだことが非常に良
かったと思います。遊佐町はイノシシの生息域が急激に拡
大している状況にあるため、電気柵の導入は非常に有効な
手段だと思います。また電気柵の設置方法によっては、隙
間から鳥獣に侵入される恐れもあり、導入後の管理点検が
今後の課題となってくると考えられます。それらのポイントを
いかに住民に伝えるかが重要です。
　電気柵が普及してきたとしても、適当な設置をしてどこか
の圃場に侵入されてしまうと、設置方法に問題があったとし
ても、電気柵は効かないという噂が広がってしまい、周辺農
家さんは導入に一気に消極的になってしまいます。正しい設
置方法を研修し、しっかりと管理すれば効果は出ますので、
導入初期には知識的なサポートをする必要があると感じま
す。
　環境整備に関しては、令和7年はブナの凶作と予報されて
いることから、特にツキノワグマ対策として、農家さんだけの
対策ではなく、柿や栗などの放任果樹伐採を含めた、集落
住民の意識と対策が重要になってきます。自宅敷地内の柿
などは利用しないのであれば、人身事故防止のために優先
的に伐採するなど、クマを寄せ付けない対策が重要になり
ます。本格的な秋の大量出没の時期を前に、自宅敷地内の
放任果樹伐採等を進められるとよいと思います。ハクビシン
対策はハクビシンのための目の細かいネット状の電気柵な
どもありますので、通常のネットもしくは、電気柵タイプの
ネットなどを道入して対策をすることが有効です。
　ニホンジカに関しては、庄内地域で生息域が増えている状
況にあるので、注視する必要があります。交付金等で広域
に電気柵を導入することがあれば、イノシシ対策のみでな
く、シカ対策にも有効な段数を踏まえた検討を行うと良いと
思います。



山形市鳥獣被害
防止対策協議会

山形市 令和３
年度～
令和６
年度

(1)有害捕
獲

山形市鳥獣
被害防止対
策協議会 R1 R5 R6 R1 R5 R6

ニホンザ
ル

637.0 509.0 614.0 18.0 13.0 10.4 14.4 -53.1

⑵被害防除 山形市鳥獣
被害防止対
策協議会

ツキノワグ
マ

368.0 294.0 441.0 -98.6 7.4 5.9 9.2 -118.2

カモシカ 205.0 164.0 130.0 182.9 4.0 3.2 2.8 144.3

⑶ICT等新
技術の活用

山形市鳥獣
被害防止対
策協議会

⑶ICT捕獲機器
　R5.4.1～
　R6.4.1～
　R7.4.1～

イノシシ 1537.0 1229.0 1312.0 73.1 29.8 23.8 28.1 28.1

ニホンジカ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

⑷捕獲等活
動

山形市鳥獣
被害防止対
策協議会 ハクビシン 277.0 222.0 373.0 -174.5 4.3 3.4 4.5 -22.1

タヌキ 83.0 66.0 65.0 105.9 1.2 0.9 0.7 179.2

100% ノウサギ 22.0 17.0 21.0 20.0 1.0 0.8 1.0 5.0

カラス 739.0 591.0 816.0 -52.0 8.7 7.0 9.7 -53.7

ムクドリ 24.0 19.0 34.0 -200.0 0.5 0.4 0.9 -380.0

ヒヨドリ 14.0 11.0 24.0 -333.3 0.2 0.1 0.6 -1466.7

オナガ 12.0 9.0 14.0 -66.7 0.2 0.1 0.4 -733.3

カワウ・サ
ギ類

350.0 280.0 280.0 100.0 1.0 0.8 0.8 100.0

合計 4268.0 3411.0 4124.0 16.8 71.1 56.8 72.9 -12.9

被害金額、被害面積をみても、イノシシが最も高く今後も増
加傾向が予測される。これは分布拡大によるものも含まれ
ると推測できるが、イノシシの増加率も起因している。今後も
捕獲を強化しつつも、電気柵やワイヤーメッシュ柵等の設置
を行い、それら管理を耐用年数まで徹底していくべきであ
る。防除対策をした地域では被害がゼロになるような試みが
肝要である。
また、サルについては群れ管理を推進する必要がある。群
れ管理とは群れのレベルを判定して、悪い群れを優先して
対策をすることである。捕獲を行うにしても、どの群れから何
頭捕獲したかを明確にしないと問題が解決しない。群れの
識別をするうえでも電波発信機の装着と更新が望まれる。
クマに関しては緊急銃猟が可能になったものの、これは被
害対策とは別の人命救助に係る銃猟なので、これまで通り
被害防止計画を実行していく必要がある。

鳥獣別では目標値を達成しているものもあるが、結果的に
目標値を達成できない結果となった。
　特にイノシシは、有害捕獲や侵入防止柵の整備を進めて
いるものの、個体数の増加に対策が間に合っていないと推
察される。対策により一定の効果が得られていることから、
引き続き有害捕獲や侵入防止策の整備を推進するととも
に、生息環境管理に係る意識啓発を図られたい。

ニホンザル
ツキノワグ
マ
イノシシ
二ホンジカ
ハクビシン
タヌキ
カラス
ムクドリ

⑵被害状況調査
　　R4　54箇所
　　R5　49箇所
　　R6　30箇所

ニホンザル
ツキノワグ
マ
イノシシ
二ホンジカ
ハクビシン
タヌキ
カラス
ムクドリ

⑶ICT捕獲機器の購入
　R4　ほかパト親機1台・子機12台
　R5　ほかパト子機12台、マタギっ娘15個
　R6　ほかパト子機22台

ニホンザル
ツキノワグ
マ
イノシシ
二ホンジカ
ハクビシン
タヌキ
カラス
ムクドリ
ヒヨドリ

⑷緊急捕獲活動
  　イノシシ
　　　R3　412頭　　　R4　179頭
　　　R5　331頭　　　R6　297頭
　　ニホンザル
　　　R3　  25頭　　　R4　  58頭
　　　R5　119頭　　　R6　115頭
　　ニホンジカ
　　　R3　 　2頭　　　R4 　　4頭
　　　R5 　　2頭　　　R6 　　5頭

ニホンザル
ツキノワグ
マ
イノシシ
二ホンジカ
ハクビシン
タヌキ
カラス
ムクドリ
ヒヨドリ

⑴捕獲わなの購入
　　R3:箱わな　6基、くくりわな　115基
　　R4:箱わな　4基、くくりわな　115基
　　R5:くくりわな　55基
　　R6:くくりわな　100基
　実施隊捕獲頭数
　　R3　569頭
　　R4　429頭
　　R5　552頭
　　R6　448頭

⑴捕獲わな・くく
りわな

　R5.4.1～
　R6.4.1～
　R7.4.1～

⑴捕獲わなの拡充、鳥獣被害対策実施隊による捕獲活動
の強化により、448頭捕獲した。

⑵鳥獣被害対策実施隊とともに被害状況調査へ出動し、よ
り確かな被害の把握に資することができた。

⑶ICT捕獲機器の導入により、効率的な捕獲活動に寄与し
た。

⑷鳥獣被害対策実施隊によるイノシシ、ニホンザル、ニホン
ジカの捕獲活動により417頭捕獲した。

⑸集落と山の境界で、イノシシ、ニホンザル等による農作物
被害が多発していたことから、環境省の指定管理鳥獣捕獲
等事業と連携しつつ、緊急捕獲活動支援事業を活用し鳥獣
被害対策実施隊が有害捕獲を行うとともに、集落を囲うよう
に山際に侵入防止柵を設置。進入路となる河川や道路に誘
導捕獲柵わな及び箱ワナを設置した。サル接近検知システ
ムの活用、地域農家による追い払いを行いつつ、センサー
カメラによる監視・遠隔操作を行い、侵入する個体の捕獲を
実施した。これらの取組により、山形市におけるイノシシの
有害捕獲捕獲頭数は増加した。

ツキノワグマ
　被害調査やパトロール活動を強化したほか、電気柵の設
置による被害防除に努めたが、近年、生息域の拡大によ
り、被害面積及び被害額は増加した。指定管理鳥獣に指定
されたことから、今後の対策状況を注視しつつ、これまで
行っている被害防除対策を推進に取り組む。また、市街地
出没が増えているため今後の対応を注視していく。

ニホンザル、イノシシ
　緊急捕獲活動による捕獲頭数の増加や電気柵の設置、広
域侵入防護柵の設置等により、一定の防除効果は得られて
いるものの、生息域の拡大及び個体数の増加が著しく、被
害面積及び被害額は横ばい状態にある。また、電気柵等が
未設置の農地において被害が増加しており、引き続き電気
柵等の設置の推進や地域ぐるみによる広域侵入防護柵の
設置、緩衝帯の整備など、捕獲と環境整備を効果的に組み
合わせた被害防除対策の推進に取り組む。

鳥類
　銃器による一斉捕獲等を行っているが、空からの侵入に
対して根本的対策をとるのが難しく、被害面積及び被害額
は増加した。これまで行っている対策を継続しつつ、放任果
樹の伐採等の生息環境管理対策の推進に取り組む。

⑸鳥獣用侵入防
止柵
　R3高瀬地区
R4.3.3～
　　　楯山地区
R4.3.3～
　R4高瀬地区
R4.11.19～
　R5山寺地区
R5.11.30～

山形市鳥獣
被害防止対
策協議会

⑸鳥獣用侵入防止柵
　ワイヤーメッシュ柵
  　R3　高瀬地区　3,200ｍ、楯山地区
5,400ｍ
  　R4　高瀬地区　2,300ｍ
  　R5　山寺地区　11,500ｍ（うち3,840m複
合柵）
　電気柵
　　R3　26戸　5,425ｍ
　　R4　13戸　3,980ｍ
　　R5　13戸　2,415ｍ

⑸侵入防止
柵整備

ニホンザル
ツキノワグ
マ
イノシシ
二ホンジカ

ツキノワグ
マ R1 R5 R6 R1 R5 R6

ニホンジカ
ツキノワグ

マ
226.0 100.0 174.0 41.3 1.3 0.5 1.6 -44.7

イノシシ ニホンジカ

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

ニホンザル
イノシシ

175.0 150.0 198.9 -95.6 1.7 1.3 21.0 -4483.7

ハクビシン
ニホンザ

ル 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

カラス
ハクビシン

0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0

タヌキ
カラス

0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0

ノウサギ
タヌキ

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

サギ類 ノウサギ

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

ウソ サギ類

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

ヒヨドリ ウソ

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

カワウ
ヒヨドリ

0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

カワウ 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

合計 401.0 250.0 467.9 -44.3 3.0 1.8 26.0 -1930.3

（1）有害捕獲
　捕獲わな等
　R3　鼻くくり
　　　　　　R4.3月
　　　　くくりわな
　　　　　　R4.3月
　R4　くくりわな
　　　　　　R5.3月
　　　　ｾﾝｻｰｶﾒﾗ
　　　　　　R5.3月
　Ｒ5　箱わな
　　　　    Ｒ6.4月
　R6　くくりわな
　　　　　  R7.3月

（5）ICT等新技術
の活用
無線捕獲ｾﾝｻｰ
R7.3月

（1）有害捕獲
　捕獲わな等の拡充により、捕獲効率が上がった。
　鳥獣被害対策実施隊による有害捕獲活動を実施し、農畜
産物及び人身被害等が確認されている地域で捕獲による個
体数調査ができた。
　　　ツキノワグマ捕獲数：R3 4頭、R4 18頭、R5 61頭、R6　3
頭
　　　タヌキ捕獲数：R3 4頭、R4 3頭、R5 2頭、R6　1頭
　　　ハクビシン捕獲数：R3 なし、R4 2頭、R5 2頭、R6　3頭

（2）被害防除
　被害の大きい地域にて、実施隊による追払いを実施する
ことで、農作物の被害防止ができた。
　イノシシの追払いにより、一時的ではあっても農地の掘起
しを抑制できた。

（3）緊急捕獲
　出没、被害の大きい地域において重点的に捕獲を実施す
ることができた。
　　イノシシ捕獲数：R3 101頭、R4 75頭、R5 95頭、R6　102
頭

（4）クマ複合対策
　例年被害が多い果樹団地の状況を調査した結果、クマが
通ってくるであろう侵入路等を確認できた。今後、自己防衛
（電気柵の設置）や有害駆除を行う場合の情報として活用し
ていく。

（5）ICT等新技術の活用
　今回導入したものは、町内全域をカバーできるシステムに
なっている。どにいても通知が来るため、見回り作業の労務
軽減が期待できる。

〇ツキノワグマ
　本事業を活用し、被害調査やパトロール活動を強化した
が、例年になくツキノワグマの出没や食害が多く被害面積、
金額とも増加する結果となった。新たな被害箇所が明確に
なっているので、重点箇所としてパトロールをさらに強化しな
がら防除と捕獲を相互的に取り組む。
〇ニホンジカ
　目撃があるが被害派出ていない状況であるが、出没箇所
を把握し情報共有し被害に備える体制をづくりができた。
〇イノシシ
生息箇所、活動域などを調査することにより、効果的なわな
の設置による捕獲につながっているが、個体数が増加傾向
にあり、目標値を上回る被害になっているため、環境の整備
や、箱わなを使った捕獲の実施なども取り入れ取り組む。
〇ニホンザル
　群れの目撃情報が確認されている。他地区の被害防除対
策の取組事例を収集し、出没時における防除体制を整備す
る。
〇ハクビシン、タヌキ
　目撃情報や農作物被害が発生している。箱わなでの捕獲
による被害防除のほか、空き家対策など総合的な視点での
被害防除対策を講ずる必要がある。
〇ノウサギ
例年より被害が多くなかったものの、果樹の生育に大きく影
響するため、引き続き防除対策を強化していく。
〇鳥類
　果樹被害が主であるが、果樹園地では捕獲や追払い活動
域の制約や捕獲従事者の減少が進み、十分な対策が講じ
られなかった。捕獲従事者を確保するとともに、鳥類の対策
について広報等により住民理解の増進や地域ぐるみによる
被害防除対策の推進に取り組む。
〇全体
　改善計画にもある担い手の確保について、農業者等へ周
知を行ったところ、R6年度は新たに３名の担い手増となっ
た。しかしながら、まだ人員が不足気味であるため、今後も
担い手の確保に務める。
　野生鳥獣についても、実施隊員の技術向上により捕獲数
は増加しているものの、自然増の方が上回っているように感
じる。現在はくくり罠が中心であるが、複数頭捕獲できる囲
い罠の使用も検討するなど、捕獲方法等について検討して
いく。

・交付金を活用され、各対象獣種の捕獲、被害対策を積極
的に実施されており、各獣種とも、一定の捕獲頭数が上がっ
ているものの、イノシシ、タヌキ、ハクビシンについては被害
防止計画の目標値には到達していない（ツキノワグマは県
の管理計画に基づくため、目標値は不明）。ツキノワグマに
ついては、捕獲頭数が令和5 年度61 頭から、令和6 年度に
3 頭に減少しているが、この要因について
整理し、今後の対応策を練ることが望ましい。また、R6 年度
に無線捕獲センサーが導入されているが、その効果につい
て整理し、効果的なであれば追加導入の検討、効果が上
がっていなければ、使用方法や体制の改善等が必要と思わ
れる。捕獲頭数向上のためのわな捕獲体制については、安
全性を担保しつつ、箱わなの見回り、餌交換など、地域の農
家も含めたわな管理を推進し、捕獲体制の構築に向けた調
整をするなど、具体的な対応策を立て、今後対策が進めら
れることが望ましい。
・被害防除についても、クマ、イノシシ、ハクビシン、カラスに
ついて、目標を上回る被害金額及び被害面積となっている。
報告のない被害も加味すると、さらに達成率は下がると考え
られる。「朝日町鳥獣被害防止計画」では、侵入防止柵とし
て、イノシシ用の電気柵整備（R3:1km、R4:1.5km、R5:2km）
が挙げられているが、設置距離実績や効果についての記載
がなされていない。どの程度電気柵が整備され、維持管理
がなされ、効果を上げているかなどの評価を行うことが、今
後の対策の推進のためにも重要と考えられる。
・ツキノワグマについては、東北地方において人里や市街地
での出没が続いている。今後も出没は続くと見られ、山際の
農作物の被害対策や、果樹管理や藪の管理などの環境整
備が重要となる。また、イノシシ用のくくり罠の増強に伴い、
ツキノワグマの錯誤捕獲での事故対策、錯誤の減らす取り
組みを行う必要がある。
・イノシシについて、捕獲頭数は向上しているものの、被害
金額及び面積は昨年度より増加しており、捕獲体制の充実
と、被害対策の普及啓発が望まれる。

　全ての鳥獣において目標達成とはならなかった。
　有害捕獲、侵入防止柵の整備、農作物残渣の除去など、
被害対策を総合的に進めているので、各対策の効果を測り
ながら、効果的に対策を継続されたい。

朝日町鳥獣被害
防止対策協議会
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獲

（4）クマ複
合対策

（5）ICT等新
技術の活用

（1）有害捕獲
捕獲わな等の購入
　R3　鼻くくりセット　2基
　　　　くくりわな　22基
　R4　くくりわな　30基
　　　　ｾﾝｻｰｶﾒﾗ　10台
　R5　箱わな　1基
　R6　くくりわな　20基

実施隊活動
　R3　ｸﾏ捕獲活動　64人
　　　　ｲﾉｼｼ生息調査　207回
　　　　ﾀﾇｷ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ捕獲　9人
　R4　ｸﾏ捕獲活動　125人
　　　　ｲﾉｼｼ生息調査　829回
　R5　ｸﾏ捕獲活動　144人
　　　　ｲﾉｼｼ生息調査　667回
　　　　ﾀﾇｷ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ捕獲　4人
　R6　ｸﾏ捕獲活動　84人
　　　　ｲﾉｼｼ生息調査　696回
　　　　ｼｶ・ﾀﾇｷ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ捕獲
　　　　15人

（2）被害防除
　R3　追払い活動　2回
　R4　追払い活動　2回
　R5　追払い活動　2回
　R6　追払い活動　2回

（3）緊急捕獲（ｲﾉｼｼ）
　R3　成獣97頭、幼獣4頭
　R4　成獣69頭、幼獣6頭
　R5　成獣86頭、幼獣9頭
　R6　成獣99島、幼獣3頭

（4）クマ複合対策
　R6　川通地区　調査・検討

（5）ICT等新技術の活用
　R6　無線捕獲ｾﾝｻｰ　1式

朝日町鳥獣
被害防止対
策協議会



山形県 県内全
域

令和６
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ニホンザル
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マ
イノシシ
二ホンジカ

人材育成
活動

＜鳥獣被害対策指導者養成研修＞
別添１のとおり

- - - ＜鳥獣被害対策指導者養成研修＞
　市町村担当者、県関係者、市町村鳥獣被害対策実施隊
員、農業者団体担当者、農地保全に取り組む方等を対象
に、被害対策の座学研修（３回）と電気柵設置方法等の実技
研修（２回）を実施した。各回30～40名程度が参加し、うち17
名が全講義を受講。

- - - - - - - - ＜鳥獣被害対策指導者養成研修＞
　県内全域からの受講があり、地域における指導者の養成
に資することができた。今回から全講義を受講するように働
きかけ17名が全講義を受講した。
今後、鳥獣被害対策指導者として活躍するために必要な知
識・対策を理解した人材を養成することができた。

- -

＜地域ぐるみで行う鳥獣被害対策支援事
業＞
別添２のとおり

- - - ＜地域ぐるみで行う鳥獣被害対策支援事業＞
 モデル地区を県内６か所に設定し、地域ごとに異なる被害対策の
悩みに対応した研修を実施した。専門のアドバイザーを派遣して、
地域をフィールドとして、集落環境点検から侵入防止柵の設置に至
るまで、総合的な対策を行った。知識の実践として、鳥獣被害対策
指導者養成研修の受講生も活動に参加した。住民が主体となった
鳥獣被害防止対策の成功事例を作り、２月に実績報告会を実施し
た。実績報告会の内容を公表することで、他地域に事業内容を普
及した。

- - - - - - - - ＜地域ぐるみで行う鳥獣被害対策支援事業＞
　令和６年度はモデル地区を６地区にて取り組みを行い、住
民が主体となった鳥獣被害防止対策を推進した。また、実
績報告会を実施するとともに、報告会の内容を公表すること
で、他地域に成功事例を広く普及することができた。

- -

注１：被害金額及び被害面積の目標欄については対象鳥獣及び目標値を記し、これに合わせて他の欄も記載する。
 　２：都道府県が事業実施主体となる鳥獣被害防止都道府県活動支援事業を実施した場合、その事業内容等も記載すること。
　 ３：事業効果は記載例を参考とし、獣種等ごとに事業実施前と事業実施後の定量的な比較ができるよう時間軸を明確に記載の上、その効果を詳細に記載すること。整備事業を行った場合、捕獲効率の向上にどのように寄与したかも必ず記載すること。

 　 ４：「事業実施主体の評価」の欄には、その効果に対する考察や経営状況も詳細に記載すること。　　　

 　 ６：被害防止計画に定められた全ての対象鳥獣について、鳥獣ごとに実績値や達成率等を記載すること。また、合算達成率も記載すること。
 　 ７：次のいずれかに該当する場合には、達成率が低調であると判定すること。

　　（１）被害面積、被害金額等について、合算達成率が共に70％未満である場合
　　（２）次に該当する鳥獣種の被害面積、被害金額等について、対象鳥獣ごとの達成率が共に70％未満である場合
　　　ア　被害金額全体（全ての対象鳥獣における被害金額（実績値）の合計をいう。以下イにおいても同じ。）の２割以上を占めるシカ又はイノシシ
　　　イ　被害金額全体の５割以上を占めるシカ及びイノシシ以外の対象鳥獣
　 ８：目標が未達成となった場合は、「都道府県の評価」の欄に、総合支援チェックシート及び緊急捕獲チェックシートの遵守状況に係る確認結果を記載すること。
　　　なお、遵守状況の確認に当たっては、証拠書類の保存・提出は必須ではない。ただし、聞き取りの結果、書類を保存していると回答があった場合には、当該書類を確認する場合がある。

５　都道府県による総合的評価

　今回評価対象となった９市町のうち、７市町で達成状況が低調となった。主たる要因としては生息数及び範囲を拡大するイノシシやツキノワグマ被害によるものであるため、侵入防止柵の設置などの被害防除対策、追払いや放任果樹の伐採等による生息環境管理や捕獲対策を組み合わせた、総合的な対策の優れた取組みの普及・推進について各市町へ呼びかけていく。

　 ５：鳥獣被害防止施設の整備を行った場合、侵入防止柵設置後のほ場ごとの鳥獣被害の状況、侵入防止柵の設置及び維持管理の状況について、地区名、侵入防止柵の種類・設置距離、事業費、国費、被害金額、被害面積、被害量、被害が生じた場合の要因と対応策、設置に
　　係る指導内容、維持管理方法、維持管理状況、都道府県における点検・指導状況等を様式に具体的に記載し、添付すること。


